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大分県後期高齢者医療の健康診査を受けましょう
　大分県後期高齢者医療広域連合の行う健康診査は、糖尿病等の生活習慣病を早期発見、早期
治療するために行われます。健康管理のために年１回の健康診査を受けましょう。

【問合先】大分県後期高齢者医療広域連合　☎097-534-1771（代）
　　　　　市民健康課　国保年金係　　　　☎0978-72-1111（代）

対象者
　大分県後期高齢者医療の被保険者が対象です。
※　かかりつけのお医者さんで生活習慣病の診療
等を受けている方、同年度中に特定健康診査又
はそれに相当する健康診査を受診された方は、
必ずしも健康診査を受ける必要はありません。

持参するもの
　大分県後期高齢者医療の被保険者証（カー
ド）と、広域連合より５月下旬までに送付さ
れる健康診査受診券（はがき）を持参してくだ
さい。
　被保険者証や健康診査受診券を忘れたり、
紛失したりすると、健康診査を受診できない
場合がありますので、お手元にない場合は、
広域連合または市民健康課国保年金係にお問
い合わせください。

費　用
　健康診査にかかる費用は、年１回のみ無料です。

健康に関する相談
　市民健康課国保年金係にお問い合わせください。

検査項目
問診、身体計測、血圧測定、尿検査（糖・蛋白）
血中脂質検査（中性脂肪・ＨＤＬコレステロール・ＬＤＬコレステロール）
血　糖　検　査（空腹時血糖又はヘモグロビンＡ１ｃ）
肝　機　能　検　査（ＧＯＴ・ＧＰＴ・γ－ＧＴＰ）
腎　機　能　検　査（血清クレアチニン）

日程・場所
　国東市が行う住民健診と同じ日程・会場で
行われます。
　また、広域連合の指定医療機関（委託して
いる病院等）でも受診することができます。
受診できる病院は、広域連合または市民健康
課国保年金係にお問い合わせください。
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生活困窮者の自立を支援します
　４月１日から、生活困窮者自立支援制度が施行されました。
　この制度の対象者は、市内にお住まいで経済的な問題などで生活に困っている方や、家計のやり
くりで困っている方、住居を失った方や失うおそれの高い方などです。
　生活上の不安や心配ごとを解消し、地域において自立した生活ができるよう、その世帯の状況に
応じた相談支援や給付金の支給を始めます。

事業内容

相談受付

１．自立相談支援事業
　生活に困っている方の相談を受け、相談に対して包括的に対応するとともに、自立に向けて、
本人のニーズを把握し、プランの作成等の支援を行うほか、地域の関係機関とのネットワーク
づくりを行います。

２．家計相談支援事業
　家計表やキャッシュフロー表等を活用して、生活に困っている方の抱える家計に関する課題
を見える化し、生活の再生に向けた意欲を引き出すことを通じて、相談者自身の家計を管理す
る力を高め、早期に生活が再生されるよう支援します。

３．住居確保給付金
　離職により住居を失った又はそのおそれの高い生活に困っている方に対し、安定的に就職活
動を行うことができるよう、有期で家賃相当額を支給します。（一定の資産要件あり）

国東市社会福祉協議会


